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は
じ
め
に

　

清
浄
光
寺
は
、
時
宗
総
本
山
と
し
て
の
機
能
と
同
時
に
、
鎌
倉
に
近
い
関
東
拠

点
寺
院
で
あ
る
事
か
ら
多
く
の
人
物
と
モ
ノ
の
交
流
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
中
で

も
特
に
注
目
し
た
い
点
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
天
皇
お
よ
び
公
家
と
の

か
か
わ
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
清
浄
光
寺
に
伝
わ
る
文
書
・
絵
画
・
扁
額
な
ど
の

史
料
よ
り
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
重
要
文
化
財
『
絹

本
著
色
後
醍
醐
天
皇
御
像
』（
以
下
、
後
醍
醐
天
皇
像
）
で
あ
ろ
う
。

　

後
醍
醐
天
皇
像
に
関
す
る
考
察
を
始
め
る
に
際
し
て
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費　

基
盤
研
究（
Ｃ
）課
題
番
号
２
５
３
７
０
８
０
１
「
清
浄
光
寺

新
出
史
料
を
中
心
と
し
た
関
東
拠
点
寺
院
に
お
け
る
中
近
世
移
行
期
交
流
史
の
基

礎
的
研
究
」
の
研
究
に
よ
っ
て
、
清
浄
光
寺
所
蔵
史
料
の
中
よ
り
、
天
皇
お
よ
び

公
家
、
ま
た
は
そ
の
周
辺
と
の
交
流
を
示
す
史
料
が
複
数
点
確
認
で
き
た
の
で
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
、
近
年
発
見
さ
れ
た
天
皇
の
宣
旨
を
巻
子
状
に
ま
と
め
た
も
の
に
な
る
。

こ
れ
は
、
長
慶
天
皇
・
後
小
松
天
皇
・
後
土
御
門
天
皇
・
後
柏
原
天
皇
・
後
奈
良

天
皇
・
正
親
町
天
皇
・
後
水
尾
天
皇
・
霊
元
天
皇
の
宣
旨
十
三
通
を
、
宣
旨
下
部

を
揃
え
て
簡
易
的
に
つ
な
げ
た
だ
け
の
巻
子
仕
立
て
で
あ
り
、
一
部
肌
裏
紙
は
あ

っ
て
も
総
裏
紙
は
無
い
状
態
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
二

月
十
一
日
か
ら
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
八
月
十
日
に
至
る
期
間
に
賜
っ
た
宣

旨
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
掛
軸
装
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
宣
旨
が
数
点
見
つ

か
っ
て
い
る
。
賜
っ
た
宣
旨
の
中
に
は
、
後
水
尾
天
皇
宣
旨
が
三
点
確
認
で
き
る

が
、清
浄
光
寺
に
は
後
水
尾
天
皇
に
関
連
す
る
史
料
『
古
今
伝
授
神
壇
図
（
注
１
）』

が
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
「
右
者
後
水
尾
院
後
西
院
エ
古
今
集
御
傳
受
ノ
時
ノ
神

壇
ノ
圖
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
後
西
天
皇
が
父
で
あ
る
後
水
尾
天
皇
よ
り
古

今
集
を
伝
授
さ
れ
た
時
の
儀
式
の
神
壇
を
図
入
り
で
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
。
時
衆
は
宗
祖
一
遍
は
も
と
よ
り
歴
代
遊
行
上
人
た
ち
も
和
歌
を
嗜
み
、
現
在

で
も
清
浄
光
寺
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
歳
末
別
時
念
仏
会
で
は「
御
連
歌
の
式
」

が
厳
修
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
文
学
を
通
じ
て
天
皇
お
よ
び
公
家
と

の
交
流
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
、
と
り
わ
け
和
歌

の
世
界
と
の
関
わ
り
が
強
い
時
衆
な
ら
で
は
の
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

史
料
以
外
に
も
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
史
料
が
あ
る
の
で
幾
つ
か
取
り
上

げ
て
み
る
。
そ
れ
は
、『
詞
林
采
葉
抄
』
由
阿
著
（
注
２
）
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）

卯
月
上
旬
書
写
、『
古
今
和
歌
集
』冷
泉
為
和
筆（
注
３
）天
文
十
三
年（
一
五
四
四
）、

『
題
会
之
庭
訓
并
和
歌
会
次
第
』
冷
泉
為
和
筆
室
町
時
代
、『
古
今
集
口
決
』
洛
陽

一
華
堂
切
臨
筆
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
極
月
如
意
宝
珠
日
、『
古
今
集
寛
文
記
』

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
十
一
月
廿
五
日
、『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
室
町
時
代

（
十
五
〜
十
六
世
紀
）、『
徒
然
草
』
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）、『
伊
勢
物
語
』

飛
鳥
井
雅
俊
筆
（
注
４
）
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）、『
伊
勢
物
語
断
簡
』

飛
鳥
井
雅
綱
筆
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）
な
ど
で
あ
る
。
古
今
集
を
始
め

と
す
る
多
数
の
和
歌
関
連
史
料
の
多
さ
は
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
時
衆
と
天
皇
お

よ
び
公
家
と
の
交
流
の
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
研
究
を
進
め
て
ゆ
く

必
要
が
あ
る
。

時
宗
と
後
醍
醐
天
皇

　

清
浄
光
寺
に
現
存
す
る
天
皇
と
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
の
中
で
、
一
般
に
知
名

度
が
高
く
、
複
数
の
論
考
が
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
遊
行
十
二
代
尊
観
に
託
さ
れ
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清
浄
光
寺
に
伝
わ
る
後
醍
醐
天
皇
像
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
後
醍
醐
天
皇
像
の

由
来
な
ど
を
確
認
を
含
め
て
検
証
す
る
。

　

ま
ず
、
後
醍
醐
天
皇
と
時
衆
と
の
接
点
で
あ
る
が
、
尊
観
か
ら
始
ま
っ
た
と
言

え
る
。
尊
観
は
亀
山
天
皇
第
七
子
常
盤
井
恒
明
親
王
の
皇
子
と
伝
え
ら
れ
、
十
二

歳
に
て
入
戒
し
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
遊
行
八
代
渡
船
の
弟
子
と
な
っ
て
い

る
。
嘉
慶
元
年
（
元
中
四
年
・
一
三
八
七
）
に
静
岡
県
三
島
市
に
あ
る
西
福
寺
に

て
遊
行
を
相
続
し
て
い
る
。
な
お
、
清
浄
光
寺
に
伝
わ
る
『
遊
行
藤
澤
御
歴
代
靈

簿
（
注
５
）』
に
記
載
さ
れ
る
尊
観
の
由
縁
に
は
「
入
戒
十
二　

亀
山
天
皇
第
二

之
皇
子
一
品
式
部
郷
常
盤
井
恒
明
親
王
第
四
之
御
子
也
」
と
あ
る
。
ま
た
遊
行
相

続
し
た
後
は
十
四
年
間
遊
行
し
て
い
る
が
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
京
都
御
所

に
於
い
て
後
小
松
天
皇
に
拝
顔
し
て
い
る
。こ
の
拝
顔
が
き
っ
か
け
と
な
り
、代
々

の
遊
行
上
人
は
南
朝
の
門
流
と
し
て
、
宮
中
に
参
内
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
。
な
お
、
同
年
代
の
記
録
と
し
て
、
国
重
文
『
時
衆
過
去
帳
（
注
６
）』
の

該
当
部
分
を
確
認
す
る
と
、
す
べ
て
北
朝
側
の
年
号
を
採
用
し
て
記
載
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
為
、
精
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
参
内
許
可
が
あ

る
こ
と
や
、
清
浄
光
寺
中
世
文
書
の
中
に
は
、
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
四重要文化財　絹本着色　後醍醐天皇御像　清浄光寺（遊行寺）蔵
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月
三
日
付
に
て
、
足
利
義
持
か
ら
時
衆
に
対
し
て
、
関
所
通
過
の
自
由
を
諸
国
の

守
護
に
命
じ
て
い
る
旨
の
御
教
書
案
が
残
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
（
注
７
）、
そ

の
格
式
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後
醍
醐

天
皇
像
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
京
都
醍
醐
寺
門
跡
杲
尊
法
親
王
か
ら
従

兄
弟
に
あ
た
る
尊
観
へ
相
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
尊
観
は
応
永
七
年

（
一
四
〇
〇
）
十
月
二
十
四
日
、
下
関
専
念
寺
に
お
い
て
入
寂
し
て
い
る
。

　

次
に
、
天
皇
を
描
い
た
肖
像
画
と
し
て
の
清
浄
光
寺
蔵
後
醍
醐
天
皇
像
を
改
め

て
詳
細
に
検
証
す
る
。
現
在
、
清
浄
光
寺
蔵
以
外
に
確
認
出
来
て
い
る
後
醍
醐
天

皇
の
画
像
と
し
て
は
、
大
徳
寺
本
や
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
『
天
子
摂
関
御
影
』
に
描

か
れ
た
後
醍
醐
天
皇
像
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
各
々
を
比
べ
れ
ば
、
描
か
れ
る
顔
か

た
ち
は
相
似
し
て
い
る
と
し
て
も
、
清
浄
光
寺
本
の
後
醍
醐
天
皇
像
は
、
単
純
な

肖
像
画
と
し
て
は
語
れ
な
い
異
形
の
姿
と
も
い
え
る
描
き
方
を
し
て
お
り
、
天
皇

の
威
厳
の
姿
に
信
仰
対
象
と
し
て
の
神
仏
に
も
通
じ
る
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。

紙本着色　後醍醐天皇御像（模本）　清浄光寺（遊行寺）蔵
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こ
こ
で
、
清
浄
光
寺
本
の
後
醍
醐
天
皇
像
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
画
面
中
央

に
描
か
れ
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
朱
の
太
い
線
に
桃
色
に
塗
ら
れ
た
八
葉
蓮
花
の
敷

物
を
敷
い
た
繧
繝
縁
上
畳
の
あ
る
礼
盤
に
、
画
面
左
を
向
い
た
形
で
坐
し
て
い
る
。

そ
の
姿
は
、
頭
部
の
冕
冠
の
頂
に
華
や
か
な
朱
色
の
円
相
を
重
ね
、
右
手
に
五
鈷

杵
、
左
手
に
五
鈷
鈴
を
執
る
。
衣
体
は
、
褐
色
の
地
に
金
泥
で
雲
竜
文
様
が
描
か

れ
た
袍
の
上
に
、
条
を
緑
青
に
塗
り
朱
の
菊
花
を
並
べ
た
九
条
袈
裟
（
七
条
刺
納

袈
裟
か
）
を
懸
け
る
。
袖
と
袈
裟
の
間
か
ら
は
、
先
に
鈴
の
つ
い
た
帯
が
四
本
出

て
い
る
。
以
上
よ
り
、
そ
の
姿
は
伝
法
濯
頂
に
お
け
る
金
剛
薩
錘
に
扮
し
た
後
醍

醐
天
皇
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
本
図
に
は
旧
表
具
が
現
存
し
、
上
巻
絹
に
貼
ら
れ

た
題
箋
に
は
「
後
醍
醐
天
皇
御
灌
頂
之
御
影
」
の
書
き
付
け
が
残
さ
れ
て
お
り
、

本
図
が
灌
頂
御
影
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
後
醍
醐

天
皇
御
影
の
上
に
は
捲
き
上
げ
ら
れ
た
御
帳
を
描
き
、
画
面
上
部
中
央
に
「
天
照

皇
大
神
」
向
か
っ
て
左
に
「
春
日
大
明
神
」
と
向
か
っ
て
右
に
「
八
幡
大
菩
薩
」

の
三
社
託
宣
の
名
号
が
、
切
金
で
輪
郭
を
と
っ
た
短
冊
形
の
白
紙
に
墨
書
さ
れ
貼

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
三
社
託
宣
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
（
天

照
皇
大
神
宮
）、石
清
水
八
幡
宮
（
八
幡
大
菩
薩
・
武
家
の
祖
神
）、春
日
大
社
（
春

日
大
明
神
・
公
家
の
祖
神
）
の
三
社
を
貼
札
に
墨
書
し
た
と
考
え
、
そ
の
お
告
げ

で
あ
る
託
宣
自
体
が
後
醍
醐
天
皇
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
神
仏
と
同
等
の
信
仰

対
象
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
画
面
下
段
に
は
、
向
っ
て
右
に
阿
形
、

向
っ
て
左
に
吽
形
の
獅
子
を
配
置
す
る
の
で
あ
る
。

■『
後
醍
醐
天
皇
御
像
』
に
関
す
る
新
出
史
料

　

次
に
、
清
浄
光
寺
蔵
の
後
醍
醐
天
皇
像
の
関
連
史
料
と
し
て
、
幾
つ
か
新
し
い

発
見
が
あ
っ
た
の
で
、
考
察
を
踏
ま
え
て
報
告
す
る
。

　

ま
ず
、最
も
衝
撃
的
で
あ
っ
た
の
が
、清
浄
光
寺
本
後
醍
醐
天
皇
像
の
模
本
（
以

下
、
後
醍
醐
天
皇
像
模
本
）
が
清
浄
光
寺
内
に
て
発
見
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
こ
の

模
本
は
、
当
方
が
遊
行
寺
宝
物
館
管
理
史
料
の
整
理
を
進
め
て
い
る
最
中
に
発
見

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
宇
治
平
等
院
に
あ
る
平
等
院
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
鳳
翔

館
に
お
い
て
初
公
開
さ
れ
て
い
る
（
注
８
）。
後
醍
醐
天
皇
像
模
本
は
、
一
見
、

彩
色
の
差
異
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
寸
で
あ
り
、
肖
像
部
分
は
原
本
・
模
本
を
重
ね

れ
ば
、
輪
郭
線
が
重
な
る
箇
所
が
あ
る
程
、
細
部
に
わ
た
り
忠
実
に
模
写
さ
れ
て

い
る
。
発
見
当
初
は
、
そ
の
彩
色
技
法
を
含
め
た
全
体
の
雰
囲
気
か
ら
、
桃
山
か

ら
江
戸
の
制
作
、
ま
た
は
『
藤
澤
山
知
事
記
録
（
注
９
）』
の
中
に
あ
る
、
後
醍

醐
天
皇
三
百
五
十
年
忌
を
四
十
二
代
尊
任
が
芳
野
に
て
厳
修
し
た
時
に
使
用
さ
れ

た
御
影
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
た
。
そ
の
後
、平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）、

遊
行
寺
宝
物
館
の
修
復
事
業
と
し
て
解
体
修
復
の
為
に
肌
裏
紙
を
撤
去
し
て
い
る

後醍醐天皇像模本の裏面の書き付け
 清浄光寺（遊行寺）蔵
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最
中
に
、
本
紙
背
面
よ
り
詳
細
な
制
作
記
録
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

模
本
の
本
紙
背
面
に
は
、

　
　
　
　
（
一
五
一
七
）

　
　
　
　

永
正
十
四
年
三
月
廿
一
日
写
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
扇
面
印
〕

　
　
　
　
〔
角
印
〕
藤
澤
元
三
弥
阿
弥
陀
佛

　

と
あ
り
、
室
町
時
代
、
遊
行
二
十
三
代
称
愚
在
任
中
、
時
衆
内
の
役
寮
で
あ
る

三
寮
（
注
10
）
の
地
位
に
あ
っ
た
「
弥
阿
弥
陀
佛
」
が
模
写
し
た
事
が
確
認
で
き

た
。
こ
の
三
寮
と
は
、
近
世
以
降
に
称
さ
れ
る
四
院
（
役
寮
）
に
お
い
て
東
陽
院

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
『
時
衆
過
去
帳
僧
衆
』
の
遊
行
二
十
五
代
佛
天
の

代
に
記
載
部
分
に
あ
る
「
弥
阿
弥
陀
佛
」（
六
寮
衆
）
と
推
察
で
き
る
。

　

ま
た
、
画
面
上
部
に
配
置
さ
れ
る
三
社
託
宣
の
う
ち
「
春
日
大
明
神
」
と
「
八

幡
大
菩
薩
」
の
位
置
が
原
本
と
は
異
な
る
。
原
本
の
制
作
年
代
に
近
い
三
社
託
宣

（
注
11
）
と
し
て
は
、
南
北
朝
時
代
と
さ
れ
る
三
社
託
宣
（
個
人
蔵
奈
良
国
立
博

物
館
『
神
仏
習
合
』
展
出
品
）
が
あ
り
、
春
日
・
八
幡
の
配
置
が
原
本
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
。
こ
の
事
よ
り
原
本
成
立
時
点
の
三
社
託
宣
の
配

置
は
現
状
通
り
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
模
本
制
作
時
点
に
お
い
て
春
日
・
八

幡
の
位
置
が
異
な
っ
て
い
た
事
は
模
本
が
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が
故
意
な
の
か
、

修
理
な
ど
に
よ
る
錯
簡
な
の
か
が
疑
問
に
残
る
。
ま
た
、
原
本
に
は
「
天
照
皇
大

神
」
と
あ
る
が
、
模
本
に
は
「
天
照
皇
太
神
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
き
方
は
、

清
浄
光
寺
蔵
の
三
社
託
宣
が
「
天
照
皇
太
神
宮
」
と
な
り
「
太
」
が
同
一
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
以
外
も
「
神
」
の
「
申
」
に
着
目
す
れ
ば
、
原
本
に
は
無
い
「
、」

が
付
い
て
い
る
。
こ
の
２
つ
の
意
味
や
、
清
浄
光
寺
蔵
の
三
社
託
宣
の
存
在
が
興

味
深
く
、
今
後
精
査
を
行
い
た
い
。

　

描
写
や
貼
札
以
外
に
も
特
徴
が
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
模
本
の
画
面
両
端
に
は
別

紙
を
貼
り
付
け
た
後
が
残
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
、
画
像
の
上
に
御
簾
（
軟
障
）
を

か
け
て
い
た
あ
と
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
根
拠
と
な
る
史

料
を
紹
介
す
る
。
時
衆
が
厳
修
す
る
法
要
で
あ
る
歳
末
別
時
念
仏
会
に
お
い
て
使

用
さ
れ
る
熊
野
成
道
図
で
あ
る
。
本
図
に
は
一
遍
に
対
し
て
神
託
を
与
え
た
熊
野

権
現
と
、
神
託
を
う
け
る
一
遍
が
描
か
れ
る
。
法
要
に
使
用
さ
れ
る
と
き
、
本
地

が
阿
弥
陀
で
あ
る
熊
野
権
現
を
直
視
す
る
こ
と
自
体
を
畏
れ
、
絹
の
御
簾
を
熊
野

権
現
に
掛
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
格
化
さ
れ
た
後
醍
醐
天
皇
像
を
礼
拝
対
象

と
す
る
か
ら
こ
そ
、
同
様
の
御
簾
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
書
写
さ
れ
た
三
社
託

宣
の
本
地
を
上
げ
れ
ば
、
天
照
皇
大
神
（
伊
勢
神
）
は
大
日
如
来
で
あ
り
、
八
幡

大
菩
薩
（
石
清
水
八
幡
神
）
は
阿
弥
陀
仏
、
春
日
大
明
神
（
春
日
大
社
）
は
不
空

絹
索
観
音
と
さ
れ
て
お
り
、
宗
門
的
に
も
帰
依
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
、
そ
の

補
佐
役
と
し
て
衆
生
を
救
い
浄
土
へ
運
ぶ
蓮
台
を
持
つ
観
音
で
あ
る
。
そ
の
上
で

遊
行
十
二
代
尊
観
と
繋
が
る
後
醍
醐
天
皇
を
天
照
皇
大
神
と
同
一
視
し
す
る
。
こ

こ
に
宗
門
と
し
て
礼
拝
対
象
と
な
り
え
る
後
醍
醐
天
皇
像
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

発
見
さ
れ
た
模
本
は
、
時
衆
内
に
お
け
る
後
醍
醐
天
皇
画
像
の
重
要
性
を
示
す
史

料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

模
本
以
外
に
も
、
後
醍
醐
天
皇
像
に
関
す
る
重
要
な
史
料
が
確
認
で
き
る
。
そ

れ
は
、遊
行
五
十
三
代
藤
沢
三
十
二
世
尊
如
上
人
が
安
永
四
年
三
月
（
一
七
七
五
）

に
書
き
写
し
た
『
十
二
代
尊
観
上
人
系
圖
』
で
あ
る
。
従
来
の
後
醍
醐
天
皇
像
に

関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
後
醍
醐
天
皇
像
の
附
属
文
書
と
し
て
「
後
醍
醐
天
皇
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御
影
事
」「
瑜
祗
御
灌
頂
事
」「
御
灌
頂
相
承
次
第
」
の
三
点
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
三
点
は
『
十
二
代
尊
観
上
人
系
圖
』
の
中
の
項
目
名
称
で
あ
り
、

殆
ど
孫
引
き
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
各
々
独
立
し
た
史
料
と
し
て

現
存
し
て
い
る
か
の
如
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
誤
解
は
、
こ
の
系

図
の
原
本
が
非
公
開
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し

後
醍
醐
天
皇
像
の
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
公
開
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
判

断
し
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
で
開
催
さ
れ
た
特

別
展
「
中
世
密
教
と
〈
玉
体
安
穏
〉
の
祈
り
」（
会
期
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日

（
木
）〜
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
日
（
日
））
に
お
い
て
、
後
醍
醐
天
皇
像
を
模

本
と
共
に
公
開
し
た
際
に
、
三
通
の
部
分
を
写
真
公
開
し
た
。
し
か
し
、『
十
二
代

尊
観
上
人
系
圖
』
の
後
半
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
と
尊
観
の
繋
が
り
を
詳
細
に
記
載

し
て
い
る
事
か
ら
、
本
論
文
に
て
初
め
て
翻
刻
を
行
い
、
史
料
写
真
と
共
に
掲
載

す
る
事
と
し
た
。
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十
二
代
尊
観
上
人
系
圖

〔
一
頁
〕

　

後
醍
醐
天
皇
御
影
事

延
元
四
巳
卯
八
月
十
六
日
崩
御
〈
御
年
／
五
十
二
〉

三
十
五
日
御
仏
事
曼
陀
羅
供
御
導
師

予
者
醍
醐
寺
座
主
小
野
法
務
前
大
僧
正

弘
真
事
也
、
霊
応
事
ハ
開
眼
之
時
分

天
皇
聊
御
影
向
希
瑞
在
之
云
々
、

余
人
不
拝
見
之
由
被
記
畢
、
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〔
二
頁
〕

　

瑜
祇
御
灌
頂
之
事

元
徳
二
年
庚
午
十
月
廿
六
日
、
於
御
節
所

殿
被
奉
授
之
、〈
御
年
／
四
十
三
〉
御
装
束
ハ
仲
哀

天
皇
御
宸
服
神
武
天
皇
御
冠
同

着
御
之
御
袈
裟
者
龍
猛
菩
薩
自
被

開
南
天
鐡
塔
已
来
三
国
相
承
之

乾
没
〔
緞
〕
子
之
袈
裟
也
、
于
今
東
寺
在
之
、

　
　
　

縠

〔
三
頁
〕

御
灌
頂
之
時
着
御
之

　

御
影
相
承
次

（
朱
書
）
第

　
　
　
　
　
「
随
心
院
」

醍
醐
寺
座
主
小
野
法
務
前
大
僧
正
弘
真

　
（
朱
書
）

　
「
常
盤
井
殿
一
品
式
部
卿
親
王
之
御
子
」

同
座
主
一
品
法
親
王
深
勝

　
（
朱
書
）

　
「
同
御
子
」

同
座
主
二
品
法
親
王
杲
尊

　

相
承
之
次
第
如
此
雖
為
門
跡
之

　

重
宝
依
有
由
諸
品
奉
渡
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〔
四
頁
〕　

遊
行
第
十
二
代
之
上
人
也

応
永
三
年
丙
子
八
月
一
日

二
品
法
親
王
杲
尊
（
花
押
）

〔
五
頁
〕

（
頭
注
朱
書
）

「
三
十
一
ト
ハ
五
十
一
世
、
長
宗
院
ト
ハ
長
慶
院
也
」越

中
宮
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〔
六
頁
〕

常
盤
井
殿

右
以
遊
行
之
正
本
寫
之
者
也

　

私
去
十
二
代
上
人
御
出
家
ハ
御
年
十
二
歳

　

御
誕
生
ハ
貞
和
五
己
丑
年

第
一
尊
良
親
王　

第
二
妙

院
尊
澄
親
王

第
三
大
塔
宮
尊
雲
法
親
王
承
鎭
親
王
弟
子

　

比
叡
山
座
主
也
御
母
氏
部
卿
三
位
局
還
俗
ノ
後
ハ
二
品

　

法
親
王
ト
モ
兵
部
卿
護
良
ト
号
ス
ル
ナ
リ
元
弘
元
辛
未
年
ノ

〔
七
頁
〕

　

兵
亂
ニ
紀
州
熊
野
ノ
奥
十
津
川
ニ
落
隠
シ
ト
キ
破
戒
ト
ナ
リ
、

　

其
ヨ
リ
五
年
目
建
武
二
乙
亥
年
於
鎌
倉
誅
セ
ラ
レ
玉
フ

遊
行
十
二
代
上
人

　

貞
和
五
己
丑
年
御
誕
生
ナ
リ
恒
明
親
王
ノ
御
子
ナ
リ
、
大
塔
宮

　

御
他
界
十
五
年
目
ナ
リ
、
然
ル
ヲ
世
俗
ニ
大
塔
宮
ノ
御
子
ト

　

申
ス
事
虚
説
ナ
リ

已
下
一
海
記
之
、

右
此
一
紙
ハ
、
甲
府
一
蓮
寺
記
録
筥
之
中
有
之
、
而
紙
ハ

杉
原
奉
書
ニ
テ
二
ツ
折
ノ
横
書
ナ
リ
両
面
共
文
字

置
処
等
全
ク
写
本
ノ
如
ク
写
之
者
ナ
リ
、
且
遊
行
ノ
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〔
八
頁
〕

正
本
ト
ハ
右
御
影
ノ
箱
ノ
内
ニ
杲
尊
親
王
御
直
書

ノ
本
書
ハ
中
古
盗
賊
ノ
為
ニ
紛
失
ユ
ヘ
、
或
時
衆
ノ

所
持
セ
ル
写
ヲ
以
三
十
二
代
上
人
御
写
ノ
由
悉
ク

御
自
筆
ノ
記
文
有
之
、
全
ク
今
ノ
如
ク
也
、
且
十
二
代

上
人
後
村
上
天
皇
御
養
君
ニ
御
タ
チ
有
コ
ト
ハ
古
来

ノ
説
年
代
相
違
ナ
シ
、
後
村
上
帝
御
即
位
ヨ
リ

十
一
年
已
前
ニ
十
二
代
上
人
御
誕
生
シ
、
彼
帝
崩
御
ハ

〔
九
頁
〕

上
人
御
年
廿
三

此
十
二
代
上
人
之
系
図
者
、
三
十
二
代

上
人
ノ
直
筆
而
、
従
甲
府
一
蓮
寺
所
出

也
矣
、
蓋
南
朝
尊
観
上
人
之
系
譜
古
来

異
義
紛
紘
依
之
一
門
之
衆
徒
邪
正
之
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〔
十
頁
〕

迷
義
路
年
久
斯
故
予
京
師
修
行
之
砌

命
随
従
鄰
哲
而
令
模
写
此
正
系
而
以
所

備
置
本
山
避
代
之
什
書
也
伏

歴
代
貫
主

随
侍
之
面
々
一
山
交
代
等
之
節
無
紛
失
譲

渡
万
代
無
窮
伝
持
而
以
正
系
之
為
亀
鏡

云
爾

維
時
安
永
四
乙
未
歳
三
月
中
院

〔
十
一
頁
〕

　
　
　
　
　
　

遊
行
五
十
三
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尊
如
識
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こ
こ
で
『
十
二
代
尊
観
上
人
系
圖
』
か
ら
読
み
取
れ
る
後
醍
醐
天
皇
と
尊
観
の

関
係
を
検
証
す
る
。

　

ま
ず
、
文
中
に
お
け
る
「
後
醍
醐
天
皇
御
影
事
」
に
よ
れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
崩

御
後
、
三
十
五
日
の
仏
事
で
あ
る
「
曼
陀
羅
供
養
」
の
際
に
醍
醐
寺
座
主
で
あ
る

小
野
法
務
前
大
僧
正
弘
真（
文
観
）よ
っ
て
開
眼
さ
れ
た
事
が
分
か
る
。
文
観（
弘

安
元
（
一
二
七
八
）〜
延
文
二
（
一
三
五
七
））
は
、
播
磨
一
乗
寺
の
僧
で
、
の
ち

西
大
寺
叡
尊
の
元
で
律
僧
に
な
る
。
そ
の
後
、
醍
醐
寺
報
恩
院
道
順
か
ら
伝
法
灌

頂
を
受
け
真
言
僧
と
な
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
帰
依
を
受
け
、
北
条
高
時
調
伏
の
祈

祷
を
行
っ
た
事
か
ら
硫
黄
島
に
流
さ
れ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
に
京
戻
り
後
醍

醐
天
皇
の
元
で
活
躍
。
建
武
元
（
一
三
三
四
）
東
寺
大
勧
進
・
醍
醐
寺
座
主
に
な

る
。
翌
年
に
は
東
寺
一
長
者
・
正
法
務
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
観
が
後
醍
醐
天

皇
像
の
開
眼
を
行
っ
た
こ
と
は
意
味
深
い
。
推
察
に
は
な
る
が
、
こ
の
後
醍
醐
天

皇
像
が
開
眼
さ
れ
た
時
期
を
考
え
れ
ば
、
文
観
の
指
示
に
よ
り
寿
像
と
し
て
生
年

に
作
成
が
始
ま
り
、
完
成
を
待
た
ず
し
て
崩
御
し
た
後
醍
醐
天
皇
を
惜
し
み
、
追

悼
の
念
と
共
に
後
醍
醐
天
皇
自
体
を
神
格
化
し
、
絶
対
的
な
信
仰
対
象
と
し
て
崇

め
奉
れ
る
後
醍
醐
天
皇
像
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
現
在
も
後

醍
醐
天
皇
を
御
神
体
と
す
る
神
社
が
あ
る
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
瑜
祗

御
灌
頂
事
」
か
ら
は
、後
醍
醐
天
皇
像
に
描
か
れ
た
姿
が
、元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）

十
月
二
十
六
日
の
瑜
祇
灌
頂
入
壇
の
姿
で
あ
る
事
を
確
認
出
来
る
。
そ
し
て
「
御

灌
頂
相
承
次
第
」
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
像
を
開
眼
し
た
文
観
か
ら
、
後
醍
醐
天
皇

の
側
近
で
も
あ
っ
た
常
盤
井
宮
恒
明
親
王
の
子
で
あ
る
一
品
親
王
深
勝
や
二
品
親

王
杲
尊
を
経
由
し
て
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
八
月
に
、
亀
山
天
皇
の
皇
子
常

盤
井
宮
恒
明
親
王
の
子
で
あ
る
遊
行
十
二
代
尊
観
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
十
二
代
尊
観
上
人
系
圖
』
の
正
本
は
、
後
醍
醐
天
皇
像
の
箱
の
中
に
杲

尊
親
王
直
筆
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
盗
賊
に
あ
い
紛
失
し
て
い
る
事
。
そ

し
て
そ
の
正
確
な
写
し
が
甲
府
一
連
寺
に
あ
り
、
遊
行
三
十
二
代
普
光
の
手
に
よ

っ
て
書
写
さ
れ
た
事
。
そ
し
て
本
史
料
が
遊
行
五
十
三
代
藤
沢
三
十
二
世
尊
如
上

人
に
よ
っ
て
安
永
四
年
三
月
（
一
七
七
五
）
に
書
き
ま
と
め
ら
れ
た
事
が
確
認
で

き
た
。

　

な
お
、『
十
二
代
尊
観
上
人
系
圖
』
は
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
『
三
河
平
井
記
』

と
共
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
三
河
平
井
記
』
の
文
中
に
は
、『
十
二
代
尊
観

上
人
系
圖
』
と
同
様
の
後
醍
醐
天
皇
像
に
関
す
る
由
縁
や
清
浄
光
寺
と
徳
川
と
の

関
係
な
ど
多
岐
に
渡
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
か
ら
は
じ
ま
る
交
流
の

一
端
を
紐
解
く
重
要
な
史
料
の
一
つ
と
な
り
得
た
。

　

以
上
、
遊
行
十
二
代
尊
観
と
後
醍
醐
天
皇
を
中
心
し
て
、
清
浄
光
寺
の
交
流
を

検
証
し
て
み
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
史
料
は
遊
行
十
二
代
尊
観
と
、
そ
の
周
辺
の

人
と
の
の
関
わ
り
を
色
濃
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
醍
醐
天
皇
像
が

確
固
た
る
地
位
の
元
で
祀
ら
れ
、
浄
土
門
で
あ
る
清
浄
光
寺
の
中
で
も
神
格
化
さ

れ
礼
拝
対
象
と
な
っ
て
い
た
事
を
再
確
認
す
る
事
が
出
来
た
。

　

現
在
進
行
中
の
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費　

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号

２
５
３
７
０
８
０
１
「
清
浄
光
寺
新
出
史
料
を
中
心
と
し
た
関
東
拠
点
寺
院
に
お

け
る
中
近
世
移
行
期
交
流
史
の
基
礎
的
研
究
」
が
進
む
に
つ
れ
、
あ
る
程
度
知
ら

れ
て
い
た
清
浄
光
寺
所
蔵
史
料
に
新
し
い
見
解
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
、
今
後
精
査

を
す
す
め
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。
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■
注
釈

注
１　

古
今
伝
授
神
壇
図　

江
戸
時
代　

清
浄
光
寺
蔵

　
　
　

紙
本
着
色　

も
と
も
と
巻
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
西
院
が
父
で
あ

る
後
水
尾
院
よ
り
古
今
集
を
伝
授
さ
れ
た
時
の
儀
式
の
神
壇
図
で
あ
り
、
六

人
の
随
伴
者
の
う
ち
飛
鳥
井
雅
章
（
一
六
一
一
〜
一
六
七
九
）
に
従
っ
て
書

写
さ
れ
、
伊
勢
祐
和
家
蔵
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
書
か
れ
る
。
な
お
、
飛

鳥
井
雅
章
の
直
系
と
な
る
飛
鳥
井
雅
俊
（
一
四
六
二
〜
一
五
二
三
）
や
そ
の

子
、
飛
鳥
井
雅
綱
（
一
四
八
九
〜
一
五
七
一
）
が
書
写
し
た
『
伊
勢
物
語
』

が
清
浄
光
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事
も
興
味
深
い
。
こ
の
本
文
を
参
考
と
し

て
翻
刻
紹
介
す
る
。

　
　
　
　

右
者
従
後
水
尾
院
後
西
院
エ
古
今
集
傳
授
ノ
時
ノ

　
　
　
　

神
壇
ノ
図
ナ
リ

　
　
　
　

玉
太
刀
鏡
ハ
神
璽
劒
内
侍
所
ニ
比
ス

　
　
　
　

白
布
ハ
白
幣
青
幣
二
比
ス　

可
秘
々
　々

皆
神
代
巻
ノ
意
ナ
リ

　
　
　
　

此
壇
ノ
前
ニ
テ
古
今
集
一
部
御
講
談
終
テ
御
相
伝
ノ
儀
有

　
　
　
　

此
時
ノ
御
人
数　
　

近
衛
左
大
臣
基
公
妙
法
院
堯
然
親
王

　
　
　
　

聖
護
院
道
晃
親
王
飛
鳥
井
一
位
雅
章
卿
日
野
大
納
言

　
　
　
　

資
弘
卿
中
院
大
納
言
通
茂
卿
ナ
リ

　
　
　
　

此
圖
ハ
従
雅
章
卿
写
之　

従
伊
勢
祐
和
家
蔵
出
之

注
２　

由ゆ

阿あ

（
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
〜
応
安
七
年
（
一
三
七
四
））
は
、
遊

行
二
祖
他
阿
真
教
上
人
の
弟
子
、
の
ち
に
藤
沢
山
清
浄
光
院
（
遊
行
寺
）
に

住
し
た
時
宗
僧
。
貞
治
五
年
（
一
三
三
六
）
五
月
、
関
白
二
条
良
基
の
懇
望

に
よ
り
万
葉
集
を
講
ず
る
為
上
洛
。（
由
阿
七
十
六
歳
の
時
）
こ
の
『
詞
林
采

葉
抄
』
は
、
万
葉
集
中
の
枕
詞
・
地
名
・
故
事
な
ど
を
注
し
、
難
語
に
考
証

解
釈
を
加
え
た
本
で
あ
り
、
文
末
に
人
麻
呂
の
事
蹟
・
施
頭
歌
・
長
歌
・
短

歌
の
事
。
さ
ら
に
は
万
葉
集
の
書
様
・
時
代
・
点
和
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察

を
加
え
て
い
る
。
学
風
と
し
て
仙
覚
の
流
れ
を
う
け
て
お
り
、
万
葉
研
究
史

上
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
清
浄
光
寺
に
現
存
す
る
『
詞
林
采
葉
抄
』
十
冊
は

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
の
年
号
は
あ
る
が
、
し
か
る
べ
き
時
期
に
書
き
写

さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
由
阿
が
住
し
た
清
浄
光
寺
に

現
存
す
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
る
。

注
３　

天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
甲
府
一
蓮
寺
に
て
懇
望
さ
れ
筆
写
さ
れ
た
こ

と
が
奥
書
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
こ
の
写
本
は
、
巻
頭
に
仮
名
序
が
あ
り
、
真

名
序
は
な
い
事
か
ら
、
藤
原
定
家
に
よ
る
戸
部
尚
書
の
奥
書
の
あ
る
嘉
禄
二

年
本
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、為
和
の
子
が
藤
沢
道
場
（
清
浄
光
寺
）

に
て
修
行
し
て
い
た
事
が
「
為
和
卿
集
」
に
よ
っ
て
確
認
出
来
き
る
。

　
　
（
奥
書
）

　
　

此
集
依
甲
州
一
蓮
寺
懇
望
、
以
相
傳
之
秘
本
手
自
書
写
校
合
之
、
尤
可
為

　
　

證
本
市
己

紙本着色　古今伝授神壇図
 清浄光寺（遊行寺）蔵
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天
文
第
十
三
仲
夏
中
瀚
日

　
　

戸
部
尚
書
為
和
（
花
印
）

注
４　

伊
勢
物
語　

一
冊　

飛
鳥
雅
俊
（
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）〜
大
永
三
年

（
一
五
二
三
））
が
、
半
面
九
行
に
漢
字
混
り
平
仮
名
文
で
作
・
草
体
で
書
写

し
た
、
列
帖
装
の
伊
勢
物
語
で
あ
る
。
題
箋
に
は
後
筆
で
「
飛
鳥
井
殿
雅
俊

卿
真
蹟　

伊
勢
物
語
極
札
相
添　

一
冊
」
と
あ
る
。

注
５　
「
遊
行
藤
澤
御
歴
代
靈
簿
」（
歴
代
上
人
系
譜
）

　
　
　

折
本
に
仕
立
て
ら
れ
た
時
宗
の
法
燈
系
図
で
あ
る
。
定
本
時
宗
宗
典
の
中

で
は
「
遊
行
藤
澤
御
歴
代
靈
簿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
、
残
念
な
が
ら

題
箋
が
失
わ
れ
て
い
る
為
、
正
確
な
名
称
は
特
定
出
来
な
い
。
帰
命
無
量
寿

覚
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）・
熊
野
証
誠
殿
大
権
現
か
ら
始
ま
り
、
遊
行
六
十
代

藤
沢
四
十
三
世
一
真
ま
で
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
真
は
、
明
治

十
八
年
に
、
遊
行
・
藤
沢
両
上
人
を
統
一
し
、
管
長
と
し
て
の
法
主
制
度
へ

と
移
行
さ
せ
、
近
代
時
宗
教
団
を
構
成
し
て
い
る
。

注
６　

国
重
要
文
化
財
『
時
衆
過
去
帳
』

　
　
　

代
々
の
遊
行
上
人
が
所
持
す
る
過
去
帳
で
あ
り
『
往
古
過
去
帳
』
と
も
称

さ
れ
る
。「
僧
衆
」「
尼
衆
」
の
巻
子
二
巻
に
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
折

本
に
仕
立
て
直
さ
れ
て
い
る
。
一
遍
在
位
の
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
六
月

か
ら
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
遊
行
三
十
代
有
三
ま
で
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。

当
初
は
遊
行
中
に
死
亡
し
た
僧
尼
の
法
名
を
記
載
し
た
が
、
時
代
が
下
が
る

と
多
く
の
在
家
信
者
が
往
生
の
証
と
し
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た

生
前
に
死
後
の
往
生
を
保
証
し
よ
う
と
「
過
去
帳
入
り
」
と
称
し
た
「
逆
修
」

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

注
７　

応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
四
月
三
日　

室
町
幕
府
管
領
細
川
満
元
奉

書
案

　
　
　

清
浄
光
寺
藤
沢
道
場
・
遊
行
金
光
寺
七
条
道
場
の
時
衆
の
人
夫
・
馬
な
ど

が
諸
国
の
関
所
通
過
に
対
し
て
自
由
を
認
め
、
諸
国
関
所
の
関
銭
免
除
な
ど

を
諸
国
の
守
護
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
過
所
に
関
し
て
は
、
遠
山
元

浩
・
皆
川
義
孝
共
著
「
時
宗
総
本
山
清
浄
光
寺
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
」（
駒
沢

女
子
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
平
成
二
十
五
年
）
お
よ
び
皆
川
義
孝
著
「
時

宗
総
本
山
清
浄
光
寺
所
蔵
史
料
に
み
る
東
国
武
将
と
時
衆
」
駒
沢
女
子
大
学

人
文
学
部
研
究
紀
要
平
成
二
十
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
８　

平
等
院
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
鳳
翔
館
に
て
開
催
し
た
特
別
展
観
「
後
醍
醐
天
皇

遷
化
６
７
０
回
忌
記
念
「
し
ら
れ
ざ
る
刻
の
添
景
」（
会
期　

平
成
二
十
一
年

四
月
二
十
五
日
（
土
）〜
平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
（
金
））
に
て
重
要
文
化

財
『
後
醍
醐
天
皇
御
像
』
と
共
に
初
公
開
さ
れ
る
。

注
９　
『
藤
澤
山
知
事
記
録
』
は
『
定
本　

時
宗
宗
典　

下
巻
』
に
収
録
。
全

十
一
帖
で
、
越
府
の
眼
阿
が
写
本
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
該
当
部
分
は
「
同

縁
起
曰　

四
十
二
世
上
人
作
」
と
あ
り
、
遊
行
四
十
二
代
尊
任
の
記
録
と
し

て
写
本
さ
れ
て
い
る
。

注
10　

時
衆
教
団
に
お
け
る
「
本
寮
」
の
一
つ
で
あ
り
、
六
つ
の
寮
で
構
成
さ
れ

る
。
上
位
よ
り
順
に
並
べ
る
と
、
ま
ず
六
寮
（
現
在
の
四
院
の
称
で
は
桂
光

院
寮
）、
続
い
て
二
寮
（
同
、
洞
雲
院
寮
）
一
寮
（
同
、
興
徳
院
）
三
寮
（
同
、

東
陽
院
寮
）
四
寮
（
現
在
に
於
け
る
二
庵
の
称
で
は
常
住
庵
）
五
寮
（
同
、

等
覚
庵
）
と
な
る
。
元
々
は
別
時
念
佛
会
に
お
け
る
出
座
順
で
あ
る
。

注
11　

三
社
託
宣
名
号
に
関
し
て
、
神
の
お
告
げ
を
記
し
た
礼
拝
対
象
と
し
て
中
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世
後
期
か
ら
確
認
で
き
、
近
世
に
は
広
く
庶
民
信
仰
と
し
て
普
及
し
た
。
天

照
皇
太
神
宮
で
あ
る
伊
勢
神
は
正
直
を
、
八
幡
大
菩
薩
で
あ
る
石
清
水
八
幡

神
は
清
浄
を
、
春
日
大
明
神
で
あ
る
春
日
大
社
は
慈
悲
を
最
要
と
す
る
こ
と

を
す
す
め
て
い
る
。
本
文
中
に
奈
良
国
立
博
物
館
に
て
展
示
さ
れ
た
個
人
蔵

本
を
紹
介
し
た
が
、
同
等
の
も
の
が
清
浄
光
寺
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
翻
刻
し
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雖
為
食
鐡
丸
、
不
受
心
穢
人
之
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雖
為
坐
銅
焔
、
不
迎
心
満
人
之
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　

謀
計
者
雖
為
眼
前
利
諡
、
必
当
神
明
之
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
直
者
雖
非
一
旦
依
怙
、
終
蒙
日
月
之
憐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雖
曳
千
日
注
連
、
不
到
邪
見
之
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雖
為
重
服
深
厚
、
可
赴
慈
悲
之
室

原
典
確
認

『
遊
行
藤
澤
御
歴
代
靈
簿
」（
歴
代
上
人
系
譜
）』
江
戸
時
代
清
浄
光
寺
蔵

『
暦
代
天
皇
宣
旨
』
巻
子　

長
慶
天
皇
〜
霊
元
天
皇
代　

室
町
〜
江
戸
清
浄
光
寺
蔵

『
古
今
伝
授
神
壇
図
』
江
戸
時
代　

清
浄
光
寺
蔵

『
古
今
和
歌
集
』
冷
泉
為
和
筆
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）

『
題
会
之
庭
訓
并
和
歌
会
次
第
』
冷
泉
為
和
筆
室
町
時
代

『
古
今
集
口
決
』
洛
陽
一
華
堂
切
臨
筆
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）

『
古
今
集
寛
文
記
』
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）

『
詞
林
采
葉
抄
』
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）　

清
浄
光
寺
蔵

『
徒
然
草
』
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）

『
伊
勢
物
語
』
飛
鳥
井
雅
俊
筆
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）

『
伊
勢
物
語
断
簡
』
飛
鳥
井
雅
綱
筆
室
町
時
代
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）

参
考
文
献

『
重
要
文
化
財
時
衆
過
去
帳
』
時
宗
卿
学
部
編
（
一
九
八
九
）

『
定
本
時
宗
宗
典
』
上
下
時
宗
開
宗
七
百
年
記
念
宗
典
編
集
委
員
会
編
時
宗
宗
務

所
発
行

『
時
宗
辞
典
』
時
宗
宗
務
所
教
学
部
（
一
九
八
九
）

『
時
宗
入
門
』
時
宗
宗
務
所
発
行
（
一
九
九
七
）

『
藤
沢
市
史
第
一
巻
資
料
編
』
藤
沢
市
発
行
（
一
九
七
〇
）

『
神
奈
川
県
史
資
料
編
３
古
代
・
中
世
（
３
上
）』
神
奈
川
県
発
行
（
一
九
七
五
）

『
藤
沢
山
日
鑑
』
全
二
十
八
巻
藤
沢
市
文
書
館
編

絹本墨書　三社託宣
 清浄光寺（遊行寺）蔵
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『
遊
行
・
藤
沢
歴
代
上
人
史
』
祢
宜
田
修
然
・
高
野
修　

白
金
叢
書
（
一
九
八
九
）

『
異
形
の
王
権
』
網
野
善
彦　

平
凡
社
（
一
九
八
六
）

『
王
の
身
体　

王
の
肖
像
』
黒
田
日
出
男　

平
凡
社
（
一
九
九
三
）

『
後
醍
醐
天
皇
の
す
べ
て
』
佐
藤
和
彦
・
樋
口
州
男
編　

新
人
物
往
来
社

（
二
〇
〇
四
）

京
都
国
立
博
物
館
特
別
展
覧
会
図
録
「
高
僧
と
袈
裟　

こ
ろ
も
を
伝
え
こ
こ
ろ
を

繋
ぐ
」（
二
〇
一
〇
）

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
特
別
展
図
録
「
中
世
密
教
と
〈
玉
体
安
穏
〉
の
祈
り
」

（
二
〇
一
四
）

「
時
宗
総
本
山
清
浄
光
寺
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
」
遠
山
元
浩
・
皆
川
義
孝
共
著
（
平

成
二
十
五
年
度
駒
沢
女
子
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
）（
二
〇
一
三
）




